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中小企業・小規模事業者関係の
平成29年税制改正のポイント

　平成28年12月22日、与党がまとめた税制改正大綱が閣議決定されました。
　平成29年１月20日に召集された第193回通常国会に、同大綱の法案が提出されました。２月16日現在、法案
は審議中で、３月末までの成立を見込んでいます。
　本号では、閣議決定された税制改正大綱の中から、中小企業・小規模事業者、また、事業協同組合に関連する
ポイントを掲載します。
※なお、今回掲載した大綱は、法案成立時には変更されている場合がありますので、ご了承ください。

Ⅰ．１．「攻めの投資」を支援する税制措置
①中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しす

るため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改
組し、「中小企業経営強化税制」を創設。対象設
備を拡充し、一定の器具備品・建物付属設備を追
加（適用期限は２年間）。固定資産税の特例対象
設備も、地域業種を限定した上で、中小企業経営
強化税制と同様に拡充することで、サービス業も
含め、幅広く中小企業の生産性向上を力強く後押
しする。

②中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林
水産業活性化税制も適用期限を２年間延長する。

１－①　中小企業の生産性向上のための固定資産税
　　　　の特例

　GDP600兆円の達成に向けて、中小企業の生産
性向上は喫緊の課題。特に、赤字法人を含む商店・
飲食店・介護事業者などの中小サービス業の生産性
向上を促すため、中小企業等経営強化法の認定を受
けた事業者が取得する機械装置に係る固定資産税の
特例措置を拡充し、対象設備に一定の器具備品・建

物付属設備等を追加。追加設備については、対象と
なる地域・業種を限定し、重点的に支援する。（左
下表）

※対象地域について
①最低賃金が全国平均（823円）未満の地域（40

道県）
→すべての業種を対象とする
②最低賃金が全国平均（823円）以上の地域（東

京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大
阪府、京都府の７都府県）

→労働生産性が全国平均未満の業種に限り、特例
の対象とする

１－②　中小企業経営強化税制の創設

　中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するた
め、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備
投資を、即時償却等で強力に後押し。
　従来の機械装置に加え、器具備品や建物付属設備
を広く対象に加えることで、サービス業も含めて広
く中小企業の生産性向上に資する措置へと改組。適
用期間は平成30年度末まで。

①生産性向上設備（A類型）
◆要件（下記の１）２）をいずれも満たすこと）

１）経営強化法の認定を受けていること
２）生産性が旧モデル比で年１%以上改善する設

備があること
◆対象設備

・機械・装置（160万円以上）
・測定工具及び検査工具（30万円以上）
・器具・備品（試験・測定機器、冷凍陳列棚など　

30万円以上）



2 中小企業いばらき
2017.March

・建物付属設備（ボイラー、LED照明、空調な
ど　60万円以上）

・ソフトウェア（情報を収集・分析・指示する機
能　70万円以上）

◆措置
　即時償却か７%の税額控除（ただし、資本金3,000

万円以下の企業もしくは個人事業主は10%税額
控除）

 
②収益力強化設備（B類型）
◆要件（下記の１）２）をいずれも満たすこと）

１）経営強化法の認定を受けていること
２）投資収益率が年平均５%以上の投資計画に係

る設備であること
◆対象設備
　・機械装置（160万円以上）
　・工具（30万円以上）
　・器具備品（30万円以上）
　・建物付属設備（60万円以上）
　・ソフトウェア（70万円以上）
◆措置

即時償却か７%の税額控除（ただし、資本金3,000
万円以下の企業もしくは個人事業主は10%税額
控除）

１－③　中小企業投資促進税制適用期限の延長

　中小企業投資促進税制は、中小企業における生産
性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合
に、税額控除（７%）又は特別償却（30%）の適
用を認める措置。
　対象設備等について一部見直し（上乗せ措置を改
組し、中小企業経営強化税制を創設、器具備品を縮
減）を行い、適用期限を平成30年末に延長。

※参考　中小企業経営強化法の概要
①国は、基本方針に基づき、14の事業分野ご

とに経営力向上の方法等を示した「事業別分
野指針」を策定。個別の事業分野に知見のあ
る者から意見を聴きつつ、経営力向上に係る
優良事例を指針に反映。経営力向上に資する
取組を促している。

②中小企業・小規模事業者は、この事業別分野
指針に沿って「経営力向上計画」を作成し、
国の認定を受けることができる。認定された
事業者は、税制や金融支援等の措置を受ける
ことができる。

◆対象（次の１）２）いずれかに該当するもの）
１）中小企業者等（資本金額１億円以下の法人、

農業協同組合等）
　２）従業員1,000人以下の個人事業主
◆対象業種

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、
鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運
送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店
業（料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその
他これらに類する事業を除く）、一般旅客自動車
運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸
渡業、旅行業、梱包業、郵便業、通信業、損害保
険代理業、及びサービス業、（物品賃貸業及び映
画業以外の娯楽業を除く）

◆対象設備
・機械及び装置（１台160万円以上）
・測定工具及び検査工具（１台120万円以上、１

台30万円以上かつ複数合計120万円以上）
・一定のソフトウェア（70万円以上、複数合計

70万円以上）
・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）
・内航船舶（取得価格の75%が対象）

◆措置
１）個人事業主又は資本金3,000万円以下の中小

企業
　　→30%の特別償却又は７%税額控除
２）資本金3,000万円超の中小企業
　　→30%の特別償却

１－④　商業・サービス業・農林水産業活性化税制
　　　　適用期限の延長

　商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等
の活性化を図るため、一定の要件を満たした経営改
善設備の取得を行った場合に、特別償却又は税額控
除の適用を認める措置。
　消費税率の引き上げに向けて、経営改善の取組を
行う事業者の設備投資を後押しするため、適用期限
を平成30年度末に延長。
◆対象
　中小企業等又は個人事業主
◆対象設備

・認定経営革新等支援機関による経営改善に関す
る指導に伴って取得する設備

・器具・備品（ショーケース、看板、レジスター
等）：１台30万円以上

・建物付属設備（空調施設、店舗内装等）：１台
60万円以上
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◆措置
取得価額の30%特別償却又は７%税額控除

（ただし、７%税額控除の対象は、資本金3,000
万円以下の中小企業等又は個人事業主に限る）

２．所得拡大促進税制の拡充
　平成28年度を上回る賃上げを実現するため、企
業の賃上げインセンティブを強化。現行制度による
賃上げに加え、平成29年度に高い賃上げを行う中
小企業を強力に支援。
◆現行制度

１）給与等支給総額が平成24年度から一定割合
以上増加

２）給与等支給総額が前事業年度以上
３）平均給与等支給額が前事業年度を上回る
→これらを満たす場合、給与等支給額の増加額の

10%を税額控除（法人税額の10%が上限。た
だし、中小企業は20%が上限）

◆改正概要
現行制度の要件３)を改正。平均給与等支給額が
前事業年度を上回り、かつ前事業年度比２%以上
の増加の場合、前年度からの増加額について税額
控除を12%上乗せする。

３．研究開発税制
　あらゆる業種の研究開発投資を後押しするため、
第４次産業革命型の「サービス」の開発を支援対象
に追加するとともに、投資の増減に応じて支援にメ
リハリをきかせるなどの見直しを行う。
◆改正概要

１）第４次産業革命型の「サービス」の開発を支
援対象に追加

２）増加型を廃止した上で、総額型に投資増加イ
ンセンティブを組み込み、試験研究費の増減
率に応じて６～14%の範囲でメリハリがつ
く仕組みを導入

３）中小企業向け支援を強化するため、従来の控
除率12%・控除上限25%を維持した上で、
試験研究費が５%超増加した場合に控除率

（最大17%）・控除上限（10%）を上乗せす
る仕組みを導入

４）オープンイノベーション型の手続き要件を企
業実務に合わせて緩和

５）高水準型の適用期限を平成30年度末まで延
長

中小企業技術基盤強化税制

　中小企業向け支援を強化するため、従来の控除率
12%・控除上限25%を維持した上で研究開発費の
増加率が５%を超える場合、控除率17%・控除上
限10%を上乗せする。

◆現行制度：研究開発費の増加率が５%以下の場
合、研究開発費の12%を控除できる。上限は
法人税額の25%まで

※例：試験研究開発費の増加割合が５%を超え
る場合の控除率（下図参照）

　12%＋（増加割合−５%）×0.3
　　※ただし、控除上限は17%まで
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５．事業承継に係る税制の見直し
　事業承継税制とは、後継者が、経済産業大臣の認
定を受けた非上場会社の株式等を現経営者から相続
または贈与により取得した場合において、相続税・
贈与税の納税が猶予される特例制度。
　経営者の高齢化への対応、事業承継の円滑化は
待ったなしの課題となっている。この事業承継税制

（非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度）
について下記の通り見直しを行う。

５－①人手不足を踏まえた雇用要件の見直し

　雇用要件において、維持すべき従業員数（５年平
均で８割）を計算する際に、端数を切り上げていた
ところを、切り捨てることとする。ただし、従業員
１人の企業が従業員ゼロになった場合は適用できな
い。

　これにより、特に人手不足の影響を受けやすい従
業員５人未満の企業の従業員が１人減った場合でも
要件を満たすことが可能となる。

４．中小企業者等の法人税軽減税率の延長
　中小企業者等の法人税率について、年間800万円
以下の所得金額に対する税率は15%に軽減されて
いる（軽減税率）。
　国際的な経済環境の変化等により、景気の先行き
に不透明さが増す中、アベノミクスの地域・中小企
業への波及を支えるため、適用期限を平成30年度
末まで延長。

※参考

中小企業向けの租税特別措置の要件見直し

　大企業並みの所得（15億円）を継続的（平
均３年）に得ながら、中小法人課税の対象と
なっている企業が存在することを踏まえ、中小
企業関係租税特別措置の適用対象の見直しを
行う。
　平成31年４月１日以後に開始する事業年度
から適用。

※太枠内の６項目のみ
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５－②早期取り組みを促すための生前贈与の税制
　　　優遇強化

　相続時精算課税制度との併用が認められるように
なり、贈与税の納税猶予の取り消し時の納税負担が
軽減され、相続税と同額となる。

５－③　株式の評価方式の見直し

　上場会社のグローバル連結経営の進展や株価の急
激な変動が、中小企業の円滑な事業承継を阻害する
ことなく、中小企業等の実力を適切に反映した評価
となるよう、類似業種比準方式を見直し。

Ⅱ．その他の中小企業に係る税制

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金
算入の特例

　中小企業者が、30万円未満の減価償却資産を取
得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を
限度として全額損金算入（即時償却）することを認
める措置。
　・適用期限：平成29年度末まで

中小法人の交際費課税の特例

　法人が支出した交際費は、租税特別措置法により
原則として損金不算入とされているが、中小法人に
ついては、特例として、定額控除限度額（800万円）
までの損金算入を認める措置。
　交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の
費用。得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者
に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに
類する行為のための支出。
　・適用期限：平成29年度末まで

※平成26年度税制改正で創設された、交際費等の
うち接待飲食費の50%までを損金に算入するこ
とができる措置についても、適用期限を平成29
年度末まで延長。
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欠損金の繰り戻しによる還付制度

　欠損金が生じた場合、前年度に支払った法人税の
繰り戻し還付を受けることができる措置。
　・適用期限：平成29年度末まで

Ⅲ．事業協同組合関係の改正ポイント
中小企業等の貸倒引当金の特例の延長

　事業協同組合等の貸倒れに係るリスク担保力を確
保することにより経営基盤を強化するとともに、中
小企業の事業基盤の安定化及び組合の健全な取引活
動を支援するための制度。
　事業協同組合等が損金算入することのできる貸倒
引当金の繰入限度額の割増を認める本特例措置につ
いて割増率を現行の12%から10%へ見直し、適用
期限を平成30年度末まで延長する。

全国中央会大村会長のコメント
　全国中小企業団体中央会の大村功作会長は、
今回の大綱について、平成28年12月８日に以
下のコメントを発表した。

　個人消費と設備投資に力強さを欠くなど、
中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい。
そのような中で、経済の好循環を図るために、
所得拡大税制を拡充して、中小企業の賃上げを
図る環境が整備されたことを評価する。また、
大企業との生産性格差が大きいサービス業の
設備投資を後押しするべく、中小企業等経営強
化法に基づく固定資産税の特例や中小企業投
資促進税制の即時償却について対象設備を拡
げたことについても、非常に効果的な改正であ
る。
　事業承継税制の５人未満の企業の雇用要件
や取引相場の無い株式評価の見直しは、喫緊の
課題となっている事業承継への確かな一助と
なる。組合を含む法人税の軽減税率の延長、中
小企業向け研究開発税制の控除率の引き上げ、
地域未来当初促進税制の創設、企業主導型保育
所の施設に係る固定資産税の軽減なども含め
て全体に、アベノミクスをしっかりと強化して
いく狙いを持った改正であると言える。
　全国中央会では、今回の税制改正の周知と活
用に努め、中小企業の経営力強化に向けた支援
に一層取り組んでいく。

○特例の延長による効果
　貸倒引当金の繰り入れを十分に行うことによっ
て、組合の債権者や組合員企業にまで連鎖的に波及
する可能性のある損害リスクを軽減することがで
き、組合の健全な発展と組合員及び債権者の企業経
営も継続可能となる。

事業協同組合等が取得した共同利用機械等に係る固
定資産税の特例

　事業協同組合等が高度化資金の貸付を受けて取得
した共同利用のための一定の機械装置については、
取得後３年間、課税標準税額が２分の１となる（た
だし、１台または１基の取得価額が330万円以上の
ものを合計500万円以上取得した場合に限る）。
○税額の計算式
　（価格×１/２）×税率1.4%


